
令和7年8月1日改定

介護保険給付サービス （1単位：10.27円）
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介護保険適用外サービス
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円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 ⇒委託業者へのお支払いとなります

●2階の2人部屋については、別途440円/日かかります(月額13,640円)

●2階の個室については、別途770円/日かかります(月額23,780円)

介護保険負担限度額認定証について

あおみ利用料＋委託業者への支払い料金

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日 円/日

円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月

一ヶ月あたり：短期集中リハ加算あり×27日＋短期集中リハ加算なし×4日

クラブ活動

その他

要介護２ 947 単位 863 単位

介護老人保健施設あおみ料金表(入所)

多床室 個室 加算項目

要介護１ 871 単位 788 単位

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 51
初期加算（Ⅱ） 30 介護職員等

夜勤職員配置加算 24
サービス提供体制加算（Ⅰ） 22

258 処遇改善加算（Ⅰ）

栄養マネジメント強化加算 11 7.5%

要介護４ 1,072 単位 985 単位

要介護３ 1,014 単位 928 単位
短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）

396

対象者の方には別途加算もあります
（別紙、加算一覧表参照）要介護５ 1,125 単位 1,040 単位

食費 300 390 650 1,360 1,950

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 基本料金

居住費(個室) 550 550 1,370 1,370 1,700

居住費(多床室) 0 430 430 430 430

第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

第2段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円以下かつ、預貯金等が
単身650万円以下、夫婦1,650万円以下の人

第3段階①
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円超120万円以下かつ、
預貯金等が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下の人

日用品費 308 308 308 308 308

要介護１
2,006 2,526 2,786 3,496 4,086

第3段階②
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超かつ、預貯金等が単身
500万円以下、夫婦1,500万円以下の人

多床室 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 1割 2割 3割

5,485 6,884

61,590 77,710 85,770 107,780 126,070 168,813 211,556

要介護３
2,163 2,683 2,943 3,653 4,243

5,651 7,133

64,192 80,312 88,372 110,382 128,672 174,016 219,360
要介護２

2,089 2,609 2,869 3,579 4,169

5,799 7,355

66,485 82,605 90,665 112,675 130,965 178,602 226,240

要介護５
2,287 2,807 3,067 3,777 4,367

5,929 7,549

68,470 84,590 92,650 114,660 132,950 182,573 232,195
要介護４

2,228 2,748 3,008 3,718 4,308

6,046 7,725

70,284 86,404 94,464 116,474 134,764 186,200 237,636

2割 3割

要介護１
2,464 2,554 3,634 4,344 5,264 6,570 7,877

個室 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 1割

81,157 114,637 136,647 165,167 207,637 250,106

242,404

要介護２
2,547 2,637 3,717 4,427 5,347 6,737 8,126

78,367

75,800 78,590 112,070 134,080 162,600 202,502

7,006 8,530

82,542

6,880 8,342

80,592 83,382 116,862 138,872 167,392 212,086 256,780

85,332 118,812 140,822 169,342 215,986 262,630
要介護４

2,682 2,772 3,852 4,562 5,482

要介護３
2,619 2,709 3,789 4,499 5,419

7,127 8,711

84,424 87,214 120,694 142,704 171,224 219,751 268,278
要介護５

2,742 2,832 3,912 4,622 5,542

園芸クラブ：100円/回、美術クラブ：50円/回、書道クラブ：30円/回、手芸クラブ：20円/回、アニマルふれあいクラブ：20円/回

死後処置料：11,000円、理美容/カット：2,500円、毛染め：6,500円他（毎月第2木曜日にご予約いただけます）



加算一覧表 ※1全利用者の方が対象（日・月額に含む）　※2全利用者の方が対象（月額に含む）　
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夜勤職員配置加算 24 夜勤職員の配置が基準を満たしている場合

加算項目 単位数 算定要件

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 60
サービスの質の向上に繋げるため、入所者ごとのADLや疾病の状況等の情報を厚生労働省に提出
し、必要な情報を活用している場合

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90
口腔衛生管理体制加算を算定しており、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に口腔ケア
を月2回以上行い、介護職員に対し口腔ケアに係る具体的な技術的助言及び指導を行う場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22
介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が80％以上、又は勤続10年以上介護福祉士の割合が
35％以上

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 51 厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設

経口移行加算 28
経管より食事摂取している入所者に経口による食事摂取を進める為、医師の指示に基づき支援を
行った場合

初期加算（Ⅰ） 60
急性期医療を担う医療機関に入院後30日以内に退院し入所した場合で、施設の空床情報を地域の
医療機関に定期的に情報を共有し、施設のウェブサイトに定期的に公表している場合、入所後30日
間に限り算定

経口維持加算（Ⅰ） 400
摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対し医師又は歯科医師の指示に基づき、栄養管理の為の
食事の観察及び会議を行った場合

経口維持加算（Ⅱ） 100
上記(Ⅰ)を算定しており、食事摂取を支援する為の食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯
科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 120

認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の専門的な研修を修
了した者等を1名以上配置し、かつ介護職員から成るチームを組む。また個別に評価を計画的に行
い、その評価に基づきチームケアを実施し、カンファレンスの開催、計画の作成・見直しやケアの振り
返りを定期的に行う場合

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 258
入所後3月以内に集中的にリハビリを行い、かつ、1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価
結果等を厚生労働省に提出。必要に応じてリハビリ計画を見直している場合

初期加算（Ⅱ） 30 入所後30日間に限り算定

認知症ケア加算 76 認知症専門棟に入所された場合

栄養マネジメント強化加算 11
低栄養状態のリスクが高い方に対し、多職種が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察
を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施する場合

ターミナルケア加算

医師が医学的知見に基づき、回復する見込みがないと診断した入所者で、入所者や家族から看取りの同意を得て計画を
作成。また、随時説明した場合（同意を得た日から亡くなる日までの日数によって加算額が変動）
　○死亡日以前31日以上45日以下：72単位/日　　　　　○死亡日以前4日以上30日以下：160単位/日
　○死亡日の前日及び前々日：910単位/日　　　　　　　 ○死亡日：1,900単位/日

外泊時費用 362 居宅における外泊を認めた場合

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 240
認知症の方で、居宅又は社会福祉施設等を訪問し、生活環境を踏まえたリハビリテーション計画書
を作成し、入所後3月以内に個別で集中的にリハビリを行う場合（週3日まで）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 120 認知症の方で、入所後3月以内に個別で集中的にリハビリを行う場合（週3日まで）

退所時情報提供加算（Ⅰ） 500
居宅へ退所する入所者について、退所後の主治医に紹介する場合、入所者の診療情報、心身の状
況、生活歴等を示す情報を提供した場合

退所時情報提供加算（Ⅱ） 250
医療機関へ退所する入所者について、退所後の医療機関に紹介する際、入所者の診療情報、心身
の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 450
入所期間が1月超える見込みで入所前30日以内又は入所後7日以内に退所後生活する居宅に訪問
し、サービス計画を策定、診療方針の決定を行った場合

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 480
入所期間が1月超える見込みで入所前30日以内又は入所後7日以内に退所後生活する居宅に訪問
し、サービス計画を策定、診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定め、退所後
の生活に係る支援計画を策定した場合

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5 上記医療機関から、3年に1回以上施設内で感染制御等に係る実地指導を受けている場合

協力医療機関連携加算（1） 50
相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関
【安城更生病院】と連携し、入所者等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合

退所時栄養情報連携加算 70
厚生労働大臣が定める特別食が必要又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者の栄養管理
に関する情報を、管理栄養士が退所先の医療機関等に対して提供した場合

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10
感染症発生時等に協力医療機関【安城更生病院】と連携し適切に対応。協力医療機関が定期的に
行う院内感染対策に関する研修等に年1回以上参加している場合

再入所時栄養連携加算 200
医療機関に入院し、再入所する際に厚生労働大臣が定める特別食等が必要とする場合、医療機関
の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を作成した場合

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3
褥瘡の有無を確認するとともに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて評価し、褥瘡が認められた
場合、多職種共同して褥瘡ケア計画を作成し、評価の結果等を厚生労働省に提出している場合

入退所前連携加算（Ⅰ） 600
入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後利用を希望する居宅介護支援事
業者と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合。入退所前連携加算（Ⅱ）の要件
も満たすこと

入退所前連携加算（Ⅱ） 400
入所期間が1月を超える入所者の退所に先立ち、介護支援専門員と連携し、退所後の居宅における
居宅サービスの利用上必要な調節を行った場合

自立支援促進加算 300
入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、多職種共同による、支援計
画の作成や評価等を継続的に行った場合

排せつ支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）

（Ⅰ）排せつに介護を要し、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は看護師が入所時等に評価を行い、その結果等
を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用する。評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護
状態の軽減が見込まれる場合、多職種が共同して、支援計画を作成・実施している場合：10単位/月
（Ⅱ）（Ⅰ）を満たし、入所時と比較して、排尿・排便の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。又はおむ
つ使用ありから使用なしに改善。又は入所時に尿道カテーテル留置から抜去の場合：15単位/月
（Ⅲ）（Ⅰ）を満たし、入所時と比較して、排尿・排便の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。又は入所
時に尿道カテーテル留置から抜去かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善の場合：20単位/月

所定疾患施設療養費（Ⅰ） 239
肺炎等により治療を必要とする状態となり、治療管理として投薬、検査、処置等で治療を行った場合
に、1回に連続する7日を限度とし、月１回に限り算定。

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13
褥瘡の有無を確認するとともに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて評価し、褥瘡が認められ治
癒または褥瘡の発生はないがリスクがある場合、多職種共同して褥瘡ケア計画を作成し、評価の結
果等を厚生労働省に提出している場合

リハビリテーション
　　　　マネジメント計画書情報加算（Ⅱ）

33
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、計画書の作
成や評価・改善を行い、サービスの質の管理を行う場合

新興感染症等施設療養費 240
別に厚生労働大臣が定める感染症（現時点で指定されている感染症はない）に感染した場合、診療
等を行う医療機関を確保し、かつ、適切な感染対策を行った上で介護サービスを継続した場合に、1
月に1回、連続する5日を限度とし算定

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の7.5％

若年性認知症入所者受入加算 120 個別に担当者を決め、利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う場合

訪問看護指示加算 300 退所時に訪問看護指示書を交付した場合


